
　見積書に記載する金額は、昼間施工時の単価である。

　夜間単価は、昼間単価の1.5を乗じて算出し、早出及び早晩単価は、

　昼間単価と夜間単価の平均とする（単価はともに100円未満切り捨て）

　修繕工種毎に発注者が保有する歩掛を基に100箇所（時間）当たり

　の修繕価格を「令和７年度水道事業実務必携」の経費率を用いて積算し

　見積対象となる１箇所（時間）当たりの単価を算出している。

　労務単価は、「令和８年３月公表単価」を適用している。

　施工地域・工事場所区分及び前払等の補正は、概ね宅地内作業

　であるため適用していない。

  工種区分は、「開削工事及び小口径推進工事」を適用している。

(2)見積上の注意事項

（３）その他必要事項

別添「令和8年度量水器廻り等修繕単価契約特記仕様書」のとおりとする。

（１）施工上の注意事項

令和8年3月　　日

各　　　業　　　者　　　　殿　

現 場 説 明 書 ( 入 札 等 説 明 書 )

本業務について、ご注意いただきたいことは、次のとおりです。

業  務  名 令和8年度量水器廻り等修繕単価契約


